
（第３号）

大阪府藤井寺市

議案第６９号

令和２年度国民健康保険特別会計補正予算





　令和２年度藤井寺市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６,４２７千円を減額し、歳入

　歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７,６４０,６９４千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は「第１表  歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

　事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

令和２年１１月３０日提出

藤井寺市長藤井寺市長藤井寺市長藤井寺市長 岡田岡田岡田岡田　　　　一樹一樹一樹一樹

令和令和令和令和２２２２年度藤井寺市国民健康保険特別会計補正予算 年度藤井寺市国民健康保険特別会計補正予算 年度藤井寺市国民健康保険特別会計補正予算 年度藤井寺市国民健康保険特別会計補正予算 （（（（第第第第３３３３号号号号））））
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１ 歳 入

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

7

8

繰 入 金

繰 越 金

△20,729

14,302

844,645

14,303

865,374

1

1

1

一般会計繰入金

繰 越 金

△20,729

14,302

844,644

14,303

865,373

1

歳 入 合 計 △6,427 7,640,6947,647,121
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２ 歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 総 務 費 174,465 △6,427 168,038

1 総務管理費 147,780 △6,427 141,353

歳 出 合 計 7,647,121 △6,427 7,640,694
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第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　間 限　　　度　　　額

コールセンター運営業務

令和２年度～

令和３年度

1,760千円

－ 4 －



歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括

（歳 入） （単位：千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

7

8

繰 入 金

繰 越 金

歳 入 合 計

865,374

1

7,647,121

△20,729

14,302

△6,427

844,645

14,303

7,640,694
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注）　（　）内は、短時間勤務職員について、外書き記入している。

職員の変動等による減少分 職員の異動状況

職員の育児休業による減少分 補正後 人 人

補正前 人 人

増  減 人 人

2,5671,110

△ 60

12,037

13,130

100

0

1,062

△ 120

備 考

△ 778

－

4,200

(11)   14

(11)   14

(11)   14

(11)   14

4,200

 (0)     0  (0)     0

（ 計 ）

20

－

（現に在職する職員数） （その他）

480

540

－

（千円） （千円） （千円） （千円） 手当(千円)

942

20

0

備 考

114,186

（千円）

合 計

17,864

勤勉手当 時間外勤務

備　考

勤務手当(千円)

管理職員特別

（千円）

児童手当特勤手当 住居手当 通勤手当 期末手当

120,613

△ 846 △ 6,427

18,71036,836 101,903

△ 2,901 △ 5,581比 較

(11)  14補正前

 (0)    0

区 分

補 正 後

管理職手当

0 △ 2,680

地域手当 扶養手当

17,227 47,840

職員手当

の 内 訳

増 減 額 （千円）

（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

3,060

△ 493

894補 正 前 3,108

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
（１）

区 分

補正後

共 済 費

(11)  14

（千円）（千円）

給                    与                    費

45,160

（千円）

報 酬

（千円）

給 料

17,227

職員手当

（千円）

計

総 括

（人）

職員数

33,935 96,322

給    料

区 分

△ 2,680

増 減 事 由 別 内 訳

216 △ 3960△ 177比 較

（千円）

2,931

（千円） （千円） （千円）

△ 708

1,740 8,982100

△ 1,093

1,344

△ 2,680

△ 1,972

説 明

　給料の減少分

8,204

（千円）
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職員の変動等による減少分

職員の育児休業による減少分

職員の変動等による減少分

職員の育児休業による減少分 期末・勤勉手当の支給率 ヶ月

条例改正による減少分

扶養手当の増加分 支給対象者の変動等に伴う増減分

管理職手当の減少分

住居手当の減少分

通勤手当の減少分

児童手当の減少分

（３） 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たりの給与 イ 初任給

区

240,163

294,899

34.90

医 療 職 Ⅲ

元 年 11 日

行 政 職

年 11

平 均 年 齢

△ 2,901

　期末・勤勉手当の

平 均 給 与 月 額

　減少分

　その他の増減分 △ 853

現 在月 （円）1

備 考増 減 事 由 別 内 訳 （千円） 説 明

　地域手当の減少分

4.45△ 269

地域手当の支給率

6

補正前

支給率（％）

支給対象職員数（人）

14 14

△ 134△ 177

△ 1,871

平 均 年 齢 （歳）

平 均 給 与 月 額

平 均 給 料 月 額 （円）

（円） 432,266

区 分 増 減 額 （千円）

職員手当

令和

現 在月 1

日2 318,346

257,472平 均 給 料 月 額

301,578

（歳）

（円）

令和

36.11

163,100

大 学 卒246,398

48.63

高 校 卒

212,600

150,600

182,200182,200 220,700

45.11

150,600

357,175

163,100短 大 卒

△ 120

（円） （円）

△ 60

医療職Ⅲ

補正後

△ 1,383

6

△ 43

216

△ 493

△ 396

区 分

行政職

行政職（円）

国の制度

医療職Ⅲ（円）

△ 219
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ウ

等       級 等       級

４

５

６

７

等       級 等       級

等       級 等       級

等       級

等       級

等級

11

分

令和 元 年 11

区

1

特 １ 等級

（人）

1

1

等級

行 政 職

行 政 職

職員数 （人）

職員数

100.0

等 級 別 職 員 数

区

令和 年2

３

１

分

現 在11 月 1 日

等級

２ 等級

3

5

等級

等級

27.3

45.4

10.0

構成比（％） 職員数

等級

計

構成比 （％）

（％）

9.1

9.1

1 9.1

特 １ 等級 ４ 1等級

職員数

区 分

1１ 等級

現 在月

計

３ 等級 2

日 ２ 等級

10.0

（％）

等級６

等級20.0

構成比

10.0５ 等級 1

4

職員数 （人）

40.0

10 100.0

構成比 （％）

10.01

特

５

１ 等級

７

33.3１ 等級

職員数 （人）

1

令和 2 年 11 月 1

区 分

職員数

日 現 在 ２ 等級

等級

特 １ 等級

１ 等級

（人） 構成比

等級

３

50.0 ５ 等級1

６

医 療 職 Ⅲ

７ 等級

1 33.3

（％）

令和 元 年 11 等級 1 50.0 ６日 現 在 ２月 1

等級

医 療 職 Ⅲ

４ 等級

100.0

構成比 （％）

（人）

構成比 （％）

構成比 （人）

2 100.0

７ 等級

1 33.4

計

計

３ 等級

４ 等級

3

職員数 （人）

等級
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（等級別の標準的な職務内容）

特１等級

エ昇給 　

　職　員　数　（Ａ）　　　　　　　　　人 　職　員　数　（Ａ）　　　　　　　　　人

　昇給に係る職員数　（Ｂ）　　人

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　　　（％） 比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　　　（％）

特別昇給に係る職員数　　　　　　　（人） 特別昇給に係る職員数　　　　　　　（人）

オ期末・勤勉手当

支　給　期　別　支　給　率

月 月

7等級5等級 6等級

主事補・技師補

保健師・看護師

准看護師

11

代表的な職種

行　政　職

備 考

11

11

1114

14

6号給（人）

10

1号給（人）

主事・技師

合　　計

100100

3号給（人）

4号給（人）

8号給（人）

7号給（人）

行 政 職

区 分 1等級

医 療 職 Ⅲ

副主査次長・副理事 課長・参事 課長代理･主幹 チーフ・主　査部長・理事

2等級 3等級 4等級

国 の 制 度

2.250

2.250

有

有

区　　　　分 合　　計

　昇給に係る職員数　（Ｂ）　　人

2号給（人）

有

看護部長

看護長・課長代理

主　査

主任看護師

区　　　　分

代表的な職種

行　政　職

1

4.50

4.452.200

2.250

号給数別内訳

4.45

職制上の段階、職務の

級 等 に よ る 加 算 措 置

補 正 前

（ 月 分 ）

2.200

2.250

（ 月 分 ）

区           分

補 正 後

支給率計　（月分）

６ １２

100100

1

13 11

5号給（人）

補

正

後

補

正

前

号給数別内訳

1号給（人）

2号給（人）

3号給（人）

4号給（人）

7号給（人）

1

8号給（人）

14

14

1

12

5号給（人）

6号給（人）
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定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

地　域　手　当

特 殊 勤 務 手 当

令和 2 年 月 日 現在

ケ そ の 他 の手 当

差 異 の 内 容

国の制度 （支給率）

代表的な特殊勤務手当の名称

11

ク

区 分

1

7.14

支給対象職員の比率（％）

区 分

0.29

支 給 対 象 職 員 数

支 給 対 象 地 域

47.709

47.709

47.709

定年前早期退職特例措置

（1％～45％加算）

47.709

47.709

47.709

在職時の役職等に応じた調整額を加算

最高限度

（月分）

在職時の役職等に応じた調整額を加算

在職時の役職等に応じた調整額を加算

定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算）

通 勤 手 当

同             じ

同             じ

異      な      る

24.586875

24.586875

24.586875

33.27075

33.27075

33.27075

（人）

（％）

給料総額に対する比率（％）

キ

全 域

国の制度

カ

備考区      分

支

給

率

定年退職

勧奨退職

２０年勤続の者

（月分）

２５年勤続の者

（月分）

３５年勤続の者

（月分）

その他の加算措置等

交通機関利用職員全額支給

9.09

徴収事務従事手当

6

14

6

国の制度との異同

0.22

支 給 率 （％）

全 職 種

代表的な職種

行 政 職

扶 養 手 当

住 居 手 当
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